
事故事例

令和5年8月、大分県に台風が接近していたため、船長は船舶を貯木場へ避泊させ、

杭に係留した。台風通過後、係留場所に船舶が無かったことから、捜索したところ、

付近の浅瀬に乗り揚げた状態で発見された。

船長は、増しもやいを取らずに通常時と同じように係留しており、荒天により係留索が

切れて、船舶が漂流したことが判明した。
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令和5年1月、事故者は長崎県の磯場に釣りをするため1人で訪れ、終了後片付
けをしていたところ、足を滑らせ海中転落した。その後、自力で這い上がろう
としたものの、波が高く不可能だったため、付近にいた釣り人に海上保安庁へ
の通報を依頼し、無事救助された。事故者は救命胴衣を着用していた。
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